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大田区諮問第 105号答申 

 

１ 審査会の結論 

大田区長（以下「実施機関」という。）が令和３年 11 月８日付け３池特発第○

○号によって行った自己情報開示等決定（以下「本件処分」という。）は、相当で

ある。 

 

２ 請求対象情報 

①区職員として請求人との対応・やり取りを記録したもの（メモも含む）。 

②区職員として、記録したところの請求人と元副所長○○○○氏とのトラブル等

に係る一切の書面。 

③①及び②については現存するもの全て。 

 

３ 審査の経過 

令和４年２月 15日  諮問を受け、実施機関から説明を聴取し、審査した。 

    ３月 14日  審査した。 

 

４ 審査請求の理由 

自己情報開示等決定通知書には、請求に応じられない理由として、大田区個人

情報保護条例（平成 10年条例第 66号。以下「条例」という。）第 18条の２第２項

第３号を根拠としているが、池上特別出張所副所長（以下「副所長」という。）は、

非開示決定の理由を、総務課法規担当による条例第 15 条第１項第３号に係る解釈

が記載されている通知に基づくものとしており、条例第 18 条の２第２項第３号を

理由とする本件処分は失当である。 

 

５ 実施機関の弁明の要旨 

副所長は、審査請求人からの「個人情報を目的外利用できる根拠・解釈は何か」

という問いに対して、条例第 15 条第１項第３号を説明したものであり、請求に応

じられない理由として同号を説明したわけではない。 

 

６ 審査会の判断 
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（１）条例第 18 条の２第２項第３号は、「……争訟……に関するもので、開示する

ことにより実施機関の適正な事務の執行を妨げるおそれがあると認められるも

の」については、実施機関は開示しないことができると定めている。そして、

この「争訟」には、民事訴訟法や行政事件訴訟法による訴訟が含まれると解さ

れている。 

審査請求人と実施機関の間には、行政訴訟が係属中であり、これは同号の

「争訟」にあたり、実施機関が同号を根拠として自己情報を開示しないことは

妥当なものであると認められる。 

（２）審査請求人は、副所長が、非開示決定の理由を、「総務課法規担当による条例

第 15 条第１項第３号に係る解釈が記載されている通知に基づくもの」と述べた

として、非開示決定を失当とするが、非開示の決定が記されている自己情報開

示等決定通知書には、条例第 18 条の２第２項第３号に基づいて非開示とする旨

が明確に示されており、審査請求人の主張はあたらない。 

（３）請求対象情報は、条例第 18 条の２第２項第３号にあたるため、これを開示し

ないとした実施機関の判断に誤りはない。本件処分は適法かつ正当になされた

ものと認められる。以上の次第であり、前記「１ 審査会の結論」のとおり判

断する。 
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